
 

 
 

（別記） 

令和７年度天理市地域農業再生協議会水田収益力強化ビジョン 

１ 地域の作物作付の現状、地域が抱える課題  
天理市は、奈良県北部に位置し、大和平野東部より大和高原の一部にわたる。その農

業地域は自然条件から平坦地域と中山間地域に大別されるが、いずれも都市近郊農業と

しての性格が強く、稲作を中心に地域の実情に即した農業を営んでいる。 
地域別では、平坦地域には果菜類や軟弱野菜等の生産性の高い施設園芸が多く中山間

地域には夏場の冷涼な気候を利用した軟弱野菜や山間特有の立地条件を活かした作物が

栽培されており、両地域ともに土地生産性の高い集約的農業が展開されている。 
しかしながら、本市においても農家の高齢化ないし担い手不足に起因する耕作放棄地

の増加が深刻な問題となっており、今まで以上に意欲と能力のある農家、またはこれが

中心となる営農集団に生産の相当部分が担われるような体制を構築することが課題にな

っている。そこで、農地の効率的利用や農作業の効率化を図りながら、担い手をより明

確化しつつ、担い手農家へ農地の集積を進めることが必要になっている。 
 

２ 高収益作物の導入や転換作物等の付加価値の向上等による収益力 
強化に向けた産地としての取組方針・目標 

天理市の特産品であるイチゴ・トマト・ナス・ホウレンソウの作付推進を図る。 
また、天理ブランド制度を活用し、特産品のブランド化を図るとともに、開村したて

のなら歴史芸術文化村内に設置されている直売所や市主催のイベント等での販売、関係

機関との連携による高収益作物の収益性・付加価値の向上等に繋げるため、関係機関と

の協議を行いつつ、高収益作物による収益力強化に努める。 
 

３ 畑地化を含めた水田の有効利用に向けた産地としての取組方針・目標  
現在、天理市の水稲一体化用紙に基づく調査結果では、水田面積は 1,280ha あり、う

ち水稲面積は 768ha、水稲以外の転作面積(不作地を含む)は 512ha となっており、うち

35ha はすでにハウス等の施設として利用されている。 

天理市の営農形態の実情としては、主要作物は水稲であり、高齢化や後継者・担い手

不足によって水田の不作付地が増えることが想定される中、水稲に比べ労働力が必要と

なる高収益作物等への作物転換は非常に難しい。 

このような状況下にて天理市としては、担い手や新規就農者に対し、特産品であるイ

チゴ・柿・トマト・ナス・ホウレンソウの作付けの推進を行い、地域として定着を図っ

ていく必要がある。 

また、農地の集約を営農組織等で行っている地域については、担い手に対し農地の集

約化を進めるとともに、大豆や麦等の畑作物の作付推進を行い、水田の放棄地化対策と

畑地化等水田の有効活用を並行して進めていく必要がある。 

加えて、水田における転作作物の生産性の向上を図るためにブロックローテーション

方式の導入を推進する必要もある。 

これらのことを踏まえ、今後、引き続き経営所得安定対策の加入者の拡大により水稲

からの転換を推奨・周知するとともに、天理市としても特産品に対する市単助成を行い

つつ、畑地化を含めた水田の有効活用を図っていく。 

  



 

 

４ 作物ごとの取組方針等  
市内の約 1271ｈa（不作付地を含む）の水田について、適地適作を基本として、産地

交付金を有効に活用しながら、作物生産の維持・拡大を図ることとする。 

（１）主食用米 
消費者ニーズに合ったブランド米を形成し、前年の需要動向や集荷業者等の意向を

勘案しつつ、需給事情にあった計画生産を行う。 
 
（２）備蓄米 

本年の作付けの予定はなし。 
 

（３）非主食用米 
ア・イ 米粉用米・飼料用米 

主食用米の需要減が見込まれる中、米粉用米、飼料用米を需要に応じた生産を行

う。また、米粉用米、飼料用米の生産拡大にあたっては、産地交付金を活用した導

入推進を図る。 
ウ～オ 新市場開拓用米・WCS 用稲・加工用米 

実需者の需要があれば、生産の推進を図る。 
 

（４）麦、大豆、飼料作物 
排水不良水田については、弾丸暗渠等による排水対策に取り組みながら、経営規模

の拡大に努め、省力化栽培による生産振興を図る。また、石灰の散布等により土壌酸

度の適正化を図ることにより収量の向上を目指す。 
 
（５）そば、なたね 

実需者の需要があれば、推進を図る。 

 

（６）地力増進作物 
 農業生産力の持続的な維持向上に向けて、「土づくり」を行うため、少ない労働力 

で農地の地力を増進させる地力増進作物の作付けの推進を図る。 

 

（７）高収益作物（園芸作物等） 
品質の高位平準化、有利販売を行いつつ、収益性の高い品種誘導を行うことによっ

て、経営の安定に努める。また、地域に合った作物を選定し、長期安定的に出荷でき

る体制を作る。 
トマトは軟弱野菜との複合経営作物として、ホウレンソウは周年栽培作物として安

定生産に努める。イチゴ・ナスは現行の作付面積を拡大する。 
  
（８）畑地化 

国の支援事業である畑地化促進助成及び定着促進支援事業などを活用しながら、水

田を畑地化してホウレンソウなどの高収益作物の本作化に取り組む農業者への支援を

図る。 
 

 

５ 作物ごとの作付予定面積等 ～ ８ 産地交付金の活用方法の明細  
別紙のとおり 



別紙

５　作物ごとの作付予定面積等
（単位：ha）

うち
二毛作

うち
二毛作

うち
二毛作

768.1 0 760.5 0 770 0

0 0 0 0 0 0

0.26 0 0.11 0 0.1 0

0.87 0 0.55 0 2.8 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

7.14 5.91 7.38 6 10 6

8.59 5.91 8.89 6 8.4 6

0 0 0 0 0 0

・子実用とうもろこし 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

159.42 0 152.12 0 188 0

・イチゴ 19.56 0 19.88 0 21 0

・トマト 6.05 0 5.31 0 8 0

・ナス 3.67 0 3.73 0 4 0

・ホウレンソウ 14.85 0 14.63 0 17 0

・その他野菜 99.52 0 92.65 0 118 0

・花き・花木 2.94 0 4 0 4 0

・果樹 1.77 0 1.25 0 4 0

・その他の高収益作物 11.06 0 11.41 0 12 0

・

0.53 0 1 0 1 0

地力増進作物

高収益作物

その他

畑地化

なたね

飼料用米

米粉用米

新市場開拓用米

WCS用稲

加工用米

麦

大豆

飼料作物

そば

前年度作付面積等
当年度の

作付予定面積等
令和８年度の
作付目標面積等

主食用米

備蓄米

作物等



６　課題解決に向けた取組及び目標

前年度（実績） 目標値

※　必要に応じて、面積に加え、取組によって得られるコスト低減効果等についても目標設定してください。※　目標期間は３年以内としてください。 （R8年度）13.3ha3

別紙で定める野菜、果樹、花

き（個票①の対象作物を除

く）[基幹]

作付推進助成 作付面積拡大 （前年度）11.3ha

（前年度）27.4ha （R8年度）34.0ha

2

イチゴ、トマト、ナス、ホウ

レンソウ　［基幹］

作付推進加算 作付面積拡大 （前年度）13.2ha （R8年度）17.0ha

整理

番号

対象作物 使途名 目標

1

イチゴ、トマト、ナス、ホウ

レンソウ　［基幹］

特産物推進助成 作付面積拡大



７　産地交付金の活用方法の概要
都道府県名：奈良県

協議会名：天理市地域農業再生協議会

1 特産物推進助成 1 12,000
イチゴ、トマト、ナス、ホウレンソ
ウ　［基幹］

出荷・販売を行う対象作物の作付面積に応
じて支援。

2 作付推進加算 1 6,000
イチゴ、トマト、ナス、ホウレンソ
ウ　［基幹］

出荷・販売を行う対象作物の３，０００㎡以
上の作付に対して、作付面積に応じて支
援。

3 作付推進助成 1 8,000
別紙で定める野菜、果樹、花き
（個票①の対象作物を除く）[基
幹]

出荷・販売を行う対象作物の作付面積に応
じて支援。

対象作物
※３

取組要件等
※４

整
理
番
号

使途
※１

作
期
等
※２

単価
（円/10a）

※１　二毛作及び耕畜連携を対象とする使途は、他の設定と分けて記入し、二毛作の場合は使途の名称に「○○○（二毛作）」、耕畜連携の場合は使途の名称に「○○○（耕畜連携）」と記入してください。
　　　ただし、二毛作及び耕畜連携の支援の範囲は任意に設定することができるものとします。
　　　　なお、耕畜連携で二毛作も対象とする場合は、他の設定と分けて記入し、使途の名称に「○○○（耕畜連携・二毛作）」と記入してください。
※２　「作期等」は、基幹作を対象とする使途は「１」、二毛作を対象とする使途は「２」、耕畜連携で基幹作を対象とする使途は「３」、耕畜連携で二毛作を対象とする使途は「４」と記入してください。
※３　産地交付金の活用方法の明細（個票）の対象作物を記載して下さい。対象作物が複数ある場合には別紙を付すことも可能です。
※４　産地交付金の活用方法の明細（個票）の具体的要件のうち取組要件等を記載してください。取組要件が複数ある場合には、代表的な取組のみの記載でも構いません。



10ａ当たり
作物名 単価 備考

野菜

アズキ、青さやインゲン、赤ネギ、赤毛ウリ、アサツキ、アスパラガス、インゲン、ウコン、ウ
ド、ウマイナ、ウリ、エダマメ、エンドウ、サヤエンドウ、オクラ、カブ、カボチャ、カラシナ、
カリフラワー、カンショ(食用品種)、カンショ(アルコール原料用品種)、カンピョウ、クウシンサ
イ、キノコ、キャベツ、キュウリ、キク（食用）、クレソン、クワイ、コウタイサイ、コゴミ、ゴ
ボウ、ゴマ、コマツナ、コンニャク、サトイモ、サニーレタス、サラダナ、ザーサイ、シシトウ、
シソ、ジネンジョ、シャクシナ、シュンギク(キクナ)、ショウガ、シロウリ、シロナ、スイカ、ズ
イキ、ズッキーニ、セリ、セロリ、ソラマメ、タアサイ、ダイコン、タカナ、タマネギ、チンゲン
サイ、ツルムラサキ、テンサイ、トウガラシ、トウガン、トウモロコシ、ナバナ、ニガウリ(ゴー
ヤ)、ニラ、ニンジン、ニンニク、ネギ、ノザワナ、ハーブ、ハクサイ、バジル（バジブ）、パセ
リ、ハトムギ、パブリカ、ハヤトウリ、バレイショ(食用品種)、ピーマン、ビタミンナ、ヒノナ、
ヒモトウガラシ、ヒラマメ、ヒロシマナ、フキ、フキノトウ、太ネギ、ブロッコリー、ベンリナ、
ホップ、マクワウリ、マコモタケ、マナ、ミズナ、未成熟トウモウロコシ(スィートコーン)、ミツ
バ、ミブナ、ミョウガ、ミニトマト、メロン、モロヘイヤ、ヤーコン、ヤマノイモ(ヤマトイモ)、
ユリネ、ヨモギ、ラッカセイ、ラディッシュ、ラッキョウ、リーフレタス、レタス、レンコン、ワ
ケギ、ワサビ、ワラビ

果樹
（新規植樹）

アケビ、アンズ、イチジク、イヨカン、ウメ、ウンシュウミカン、オウトウ、カキ、クリ、キウイ
フルーツ、キンカン、ギンナン、ザクロ、サンショ、スダチ、スモモ、西洋ナシ、デコポン、ナツ
ミカン、日本ナシ、ネクタリン、ネーブルオレンジ、ハッサク、ビワ、ブドウ、ブルーベリー、プ
ルーン、モモ、ヤマモモユズ、レモン、ヤマモモ、リンゴ、ワタ

花き バラ、切花、花壇苗、鉢花、花木、種苗類

そ
の
他
作
物

８,000
円

○産地交付金　（作付推進助成）　対象作物
分類名

＜留意事項＞
①必ず営農計画書【確認野帳】に作物名を具体的に記載してください。なお、次の作物（切花、花壇苗、鉢花、花木、種苗類）については、
現地確認のためには作物名が必要となることから営農計画書へは、できるだけ代表的な作物名をあわせて記載するようお願いします。

②年度をまたがって栽培される作物の取り扱い
令和７年度に収穫するものが助成対象となります。なお、作付を令和７年度に行っても収穫が令和８年度となる場合は、助成対象外とな

ります。また、逆に令和６年度に作付けた作物であっても令和７年度に収穫する場合は、助成対象となります。

③主食用水稲と産地交付金対象作物の作付パターンの場合は、二毛作の交付対象外です。現地確認により水稲の作付がないことを確認しま

す。
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